
平針北学区町内会連合会会則 

 

【名称及び事務所】 

第１条  この会は、平針北学区町内会連合会（以下、本会とする）と称し、所在地 

を平針北コミュニティーセンター内に置く。 

 

【目 的】 

第２条  

 

2. 

平針北学区（以下、学区とする）内の親睦を図るとともに協力して明るく 

住みよい生活環境を作ることを目的とする。 

本会を組織する学区内の町内会の連絡・調整を図る。 

 

【組織及び会員】 

第３条  

 

2. 

本会は、前条の目的に賛同する学区内の、原１丁目・平針１丁目・平針２ 

丁目・平針３丁目（一部）・平針西住宅の各町内会をもって組織する。 

本会員は、前項の町内会に所属する会員とする。 

 

【事 業】 

第４条  本会は、『天白区安心・安全で快適なまちづくり協議会』の防犯・防災・

環境・交通・青少年健全育成を推進する５部会を組織して、会員の親睦及

び会員より提起された諸事項を協議の上、実施するものとする 

        

【役 員】 

第５条  本会に、次の役員を置く。 

一、会  長   １名 

一、副 会 長   ２名 

一、会  計   ２名  

一、会計監査   ２名 

  一、理  事   町内会長（区政協力委員）、５部会部長 

   

 

【役員の選出・任期】 

第６条  

2. 

 

. 

3. 

4. 

 

会長は、理事の互選により決定する。 

副会長は、理事の中から会長が推薦し役員会の承認を得て決定する。 

副会長１名は、会員の中から会長が推薦し役員会の承認を得て決定しても

よい。 

会計は、理事の中から会長の指名により決定する。 

５部会部長は、各町内及び学区連絡協議会構成団体の推薦者の中から 

部会員の互選により決定する。 



5. 会計監査２名のうち１名は理事の互選で決定し、他の１名は本会会員より

会長が推薦し役員会の承認を得て決定する。 

役員の任期は２年とする。ただし再任は妨げない。 

役員が事故等により職務の遂行が不可能になったときは、後任者を前項の

方法により選出し、その任期は、前任者の残任期間とする。 

 

【役員の職務】 

第７条  

 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

会長は、会務を総理し、本会を代表するほか会議を招集し会議の議長となる。 

副会長は、会長を補佐して本会の業務を執行し、会長に事故あるとき、又は

会長が欠けたときはその職務を代理する。 

会計は、会計事務を担当する。 

５部会部長は、担当部会を代表するほか部会議を招集し会議の議長となる。 

会計監査は、会計事務を監査する。 

 

【役員会】 

第８条  

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

役員会は原則として月１回とし、会長が招集し、本会の運営に関する重要

事項を協議決定し、執行する。 

役員会は前項のほか、役員の半数以上や会員多数からの要求があったとき 

開催するものとする。 

会長は必要あるとき、役員会に学区諸団体役員の参加を得て意見を求め 

連絡調整を図るものとする。 

役員会の決定事項（事業計画・予算・決算等）は、総会にて承認を得た後、

決算書を回覧し、本会会員に周知しなければならない。 

会則の改正については、役員会の出席者過半数の賛成をもって決定改正す

る。 

 

【総 会】 

第９条  総会は、年１回開催するものとする。但し、平針北学区連絡協議会に報告

し、審議・承認を得ることにより、本会総会に代えることができる。 

期日等は役員会において決定する。 

 

【会 費】 

第１０条  会員は、役員会において別に定める（会費規定）により会費を納入しなけ

ればならない。 

 

【経 費】  

第１１条  本会の経費は、会費、助成金、寄付金及びその他の収入をもってこれに充

てる。 



 

【会計年度】 

第１２条  本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

【その他】 

第１３条  

2. 

本会の運営上に必要な事項は、役員会において決定する。 

本規則に定めなき事項は、名古屋市区政協力委員会規則を準用する。 

【附 則】 

第１４条  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

本会則は、平成 ２年４月１日から施行する。 

本会則は、平成２２年４月１日より一部改定。 

本会則は、平成２４年４月１日より一部改定。 

本会則は、平成２６年４月１日より一部改定。 

本会則は、平成３０年４月１日より一部改定。  

本会則は、令和 ４年４月１日より一部改定。 

 

        

 

平針北学区町内会連合会会費規定 

 

第１条 

 

 

 

第２条 

 

 

第３条 

 

 

第４条 

 

2. 

 

会費は、一世帯につき月額１５０円とし、１年分前納する。 

平針北学区より転出した場合は、その申し出により、会計年度内の残りの

月分の会費を返却するものとする。 

 

ワンルームマンションの居住者の会費については、一世帯につき月額５０

円とする。 

 

会の運営上、特に必要があり、かつ急を要するときは、役員会の決議によ

り臨時に領収することができる。 

 

会費は、役員会において過半数以上の賛成があった場合に変更できる。 

 

【附 則】 

第１条  

2. 

３ 

本会則は、平成２２年４月１日より一部改定。 

本会則は、平成２４年４月１日より一部改定。 

本会則は、平成２６年４月１日より一部改定。 

 



平針北学区町内会連合会修理費・備品積立金規定 

    

第１条  学区所有の備品の修理及び備品購入の資金を一般会計より毎年一定額積み 

立てることとし、別勘定にて会計が管理する。 

 

 

2. 修理費・備品積立金の運用については、役員会にて審議・承認を得る。 

第 2条  町内掲示板の建替え・補修費補助。 

 2. 町内掲示板の建替えについては、掛かる費用の半額を補助する。 

但し、補助額の上限を５万円とする。 

 

 

 

3. 町内掲示板の補修については、掛かる費用の半額を補助する。 

但し、補助額の上限を 2.5万円とする。 

第３条  町内会防災倉庫の設置・補修費補助。 

 2. 町内会防災倉庫の設置については、倉庫購入に掛かる費用の半額を補助する

但し補助額の上限を５万円とする。 

 

 

 

3. 町内会防災倉庫の補修については、掛かる費用の半額を補助する。 

但し補助額の上限を 2.5万円とする。 

第４条 

 

 

 

 

2. 

町内防犯カメラ設置補助。 

町内の防犯カメラ設置について、掛かる費用の半額を補助する。 

但し、補助額の上限を５万円とする。 

第５条  前第２条、第３条、第４条の補助申請には、見積書及び領収書を添付しなけ

ればならない。 

 

 

 

【附 則】 

第１条  

2. 

本会則は、平成２４年５月１２日より一部改定。 

本規定は、平成２６年４月１日より一部改定。 

 

 

 


